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和泉市建設工事前金払取扱規則 

（目的） 

第１条 この規則は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）附則第７条の規定に基づき、公共工

事に要する経費の前金払について必要な事項を定めることを目的とする。 

（前金払） 

第２条 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第５条の規定に基づき登

録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、契約金額が３，０００，０００円以上の建設

工事及び契約金額が１，０００，０００円以上の設計、調査、測量事務に要する経費については、前

金払をすることができる。 

２ 前項の規定により支払う前払金の額は、契約金額に１００分の４０（設計、調査、測量事務に要する

経費については１００分の３０）を乗じた額を上限とする。ただし、１０，０００円未満の端数が生

じたときは、当該端数を切り捨てる。 

３ 第１項に掲げる建設工事が次に掲げる要件を全て満たしたときは、前２項の規定により既に支払った

前払金に追加して、契約金額に１００分の２０を乗じた額を超えない範囲内で前払金を支払うことが

できる。ただし、１０，０００円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てる。 

（１）工期の２分の１を経過していること。 

（２）工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が

行われていること。 

（３）既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の２分の１以上の額に相当するものであ

ること。 

（前金払の特例) 

第３条 前金払をした後において、契約金額が１００分の２０以上増減したときは、その増減した額につ

いて既に支払った前払金の率により計算した額を、請負者に追加払し、又は返還させることができる。 

２ 前払金の支払後、契約金額が減額により前条第１項に定める金額未満となったときは、同条の規定に

かかわらず、前項の規定を適用する。 

 （債務負担行為等に係る工事における前金払） 

第４条 債務負担行為又は継続費に係る複数会計年度にわたる建設工事（市長が会計年度ごとに前払金を

支払うことが必要と認めるものに限る。以下「債務負担行為等に係る工事」という。）についての前２

条の規定の適用については、これらの規定中「契約金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」

と、第２条第３項中「工期」とあるのは「当該会計年度の工事実施期間」と、「当該工事」とあるのは
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「当該会計年度の工事」と読み替えるものとする。 

（前金払の請求） 

第５条 請負者は、前３条で定める前金払を受けようとするときは、前金払請求書に保証事業会社の交付

する保証書正副各１通を添えて市長に提出しなければならない。 

（保証契約の変更） 

第６条 請負者は、事業内容の変更その他の事由により著しく契約金額が変更された場合は、直ちに前払

金保証契約を変更し、変更後の保証証書を市長に提出しなければならない。 

（前払金の支払時期） 

第７条 第５条に規定する前金払の請求があったときは、当該支払請求書を審査し、正当であるときは支

払請求書を受理した日から４０日以内に請負者に支払わなければならない。 

（前払金の使途） 

第８条 前条の規定により支払を受けた前払金は、当該公共工事の材料費、労務費、損料、動力費、運賃

及び仮設費として必要な経費並びに市長が必要と認めた経費以外の支払に充てることができない。 

（前払金の返還） 

第９条 請負者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払われた前払金の全部又は一部を返還

しなければならない。 

(１) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。 

(２) 請負契約を解除したとき。 

(３) 第３条第１項に該当したとき。 

２ 前項の規定により前払金を返還すべき者が、市長が指定した返還期限後に前払金を返還するときは、

返還期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に政府契約の支払遅延防止等に関する

法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た

額を併せて納付しなければならない。 

（部分払） 

第１０条 前払金の支払を受けている場合の出来高部分払に限り請求できる額は、次の式により算定した

額を上限とする。 

今回請求額＝契約金額×出来高率×０．９－前金払済額×出来高率－前回までの出来高払済額 

２ 前項の規定にかかわらず、債務負担行為等に係る工事における前金払の支払を受けている場合の出来

高部分払に限り請求できる額は、次の式により算定した額を上限とする。 
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今回請求額＝契約金額×出来高率×０．９－（前会計年度までの支払済額＋当該会計年度の出来高

払済額）－｛契約金額×出来高率－（前会計年度までの出来高予定額＋出来高超過額）｝×当該会計

年度前金払済額／当該会計年度の出来高予定額 

附 則 

この規則は、昭和４７年６月１日から施行する。 

附 則（平成８年規則第７号） 

１ この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の和泉市建設工事前金払取扱規則の規定は、平成８年度以後の予算に係る建設工事の前払金に

ついて適用し、平成７年度以前の予算に係る建設工事の前払金については、なお従前の例による。 

附 則（平成２１年規則第３２号） 

１ この規則は、平成２１年９月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の和泉市建設工事前金払取扱規則の規定は、平成２１年９月１日以後に締結す

る契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 

附 則（平成２９年規則第４３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年規則第２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の和泉市建設工事前金払取扱規則の規定は、令和５年４月１日以後に締結する

契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の和泉市建設工事前金払取扱規則の規定は、令和６年４月１日以後に締結する

契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 

 


